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R1I盟

フ
ラ
ン
ス
民
法
担
保
編
に
お
け
る
譲
渡
担
保
規
定
の
実
現

I 

は
じ
め
に

フランス民法担保編における譲渡担保規定の実現

筆
者
は
、
片
山
直
也
氏
と
の
共
訳
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
お
け
る
二

0
0六
年
三
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
な
さ
れ
た
民
法
の

担
保
法
規
定
の
改
正
に
つ
い
て
条
文
と
立
法
理
由
に
つ
い
て
翻
訳
を

（

1
）
 

公
表
し
た
。
今
年
（
二

O
O九
年
）
、
こ
の
我
々
の
紹
介
・
訳
出
し

た
フ
ラ
ン
ス
担
保
規
定
に
重
要
な
改
正
が
あ
っ
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス

担
保
法
を
日
本
に
紹
介
し
た
者
と
し
て
、
今
回
の
改
正
に
つ
い
て
も

紹
介
す
る
責
任
が
あ
る
も
の
と
思
い
、
こ
こ
に
改
正
法
を
紹
介
、
翻

（

2
〉

訳
し
た
い
。
但
し
、
今
回
は
、
信
託
担
保
（
出
品
店
ぽ
l
急
円
。
丹
念
と

い
う
日
本
で
い
う
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
の
規
定
を
民
法
に
導
入
す
る

改
正
で
あ
り
、
担
保
法
全
体
に
か
か
わ
る
大
改
正
で
は
な
い
の
で
、

平

裕

之

野

平
野
単
独
の
紹
介
、
翻
訳
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

II 

解
説
の
部

信
託
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
改
正
を
施
す
二

O
O九
年

一
月
三

O
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二

O
O九
l

一
一
二
号

二
O
O六
年
フ
ラ
ン
ス
改
正
担
保
法
は
、
民
法
に
新
た
に
担
保
編

を
設
け
て
（
第
四
編
）
、
人
的
・
物
的
担
保
関
係
の
既
存
規
定
を
改

正
ま
た
は
改
正
せ
ず
し
て
そ
こ
に
再
編
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
留
置

権
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
、
経
営
指
導
念
書
や
独
立
担
保
に
つ
い
て

の
新
た
な
規
定
を
導
入
し
た
が
、
懸
案
と
さ
れ
て
い
た
信
託
担
保

（
譲
渡
担
保
）
規
定
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。

当
初
は
、
担
保
法
改
正
に
よ
っ
て
信
託
担
保
（
譲
渡
担
保
）
規
定
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を
担
保
編
に
新
設
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
信
託
法
の
立
法
が
進
め

ら
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
た
め
、
信
託
担
保
（
譲
渡
担
保
）
規
定

は
信
託
法
の
立
法
に
任
せ
る
こ
と
に
し
、
担
保
法
の
改
正
の
対
象
か

ら
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
民
法
改
正
の
授

権
の
対
象
に
さ
れ
な
か
っ
た
）

0

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
日
本
で
い
う
と

こ
ろ
の
譲
渡
担
保
は
所
有
権
を
移
転
す
る
信
託
行
為
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
た
め
、
信
託
法
の
立
法
に
よ
っ
て
規
定
が
設
け
ら
れ
る
べ

き
も
の
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
肝
心
の
「
信
託
を
創
設
す
る
こ

0
0七
年
二
月
一
九

日
の
法
律
二

O
O
七
1

二
一
一
号
」
（
E
H
S
ロ
0
8ミ
l
N
口
弘
ロ
巴

ぽ
d
E
2
8ミ
E
E
E
M
m
E
E
出品

zao）
は
、
民
法
に
信
託
規
定

を
挿
入
し
た
が
、
信
託
の
担
保
と
し
て
の
利
用
を
前
提
と
し
た
規
定

は
設
け
て
お
ら
ず
、
管
理
信
託
を
念
頭
に
置
い
た
規
定
だ
け
し
か
設

け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
信
託
を
担
保
に
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
適
切
な
規
定
を
置
く
こ
と
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
民
法
の
信
託
法
規
定
が
二

O
O
八
年
八
月
四
日

の
経
済
現
代
化
法
（

E
E
ロ。

N
o
g－

3
白
色
ロ
品

8
2
8
8
号

B
。
ι
2
E
g
t。
ロ
品
。
で
か

g
ロ
O
Bぽ
）
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
際
に

も
、
民
法
の
信
託
規
定
に
担
保
へ
の
利
用
を
念
頭
に
お
い
た
特
別
規

定
は
導
入
さ
れ
ず
、
こ
の
点
の
改
善
は
一
切
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
こ
の
二

O
O
八
年
八
月
四
日
の
経
済
現
代
化
法
に
よ
り
、

信
託
の
受
託
者
と
な
る
資
格
を
持
つ
者
と
し
て
弁
護
士
が
追
加
さ
れ

た
こ
と
、
ま
た
、
自
然
人
も
信
託
の
設
定
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
関
連
し
て
必
要
な
改
正
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

た
め
、
経
済
現
代
化
法
は
一
八

l
V条
に
よ
り
、
政
府
が
オ
ル
ド
ナ

ン
ス
の
方
式
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
公
布
か
ら
六
カ
月
以
内
に
、

①
弁
護
士
が
受
託
者
と
な
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
関
連
す
る
必

要
な
補
充
的
措
置
を
と
る
こ
と
と
、
②
自
然
人
が
、
恵
与
目
的
は
除

き
、
担
保
ま
た
は
管
理
目
的
の
信
託
を
設
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
の
適
切
な
立
法
措
置
を
と
る
こ
と
を
授
権
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
ま
た
、
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
公
布
後
三
カ
月
以
内
に
議
会
に
よ
り
承
認

の
決
議
を
受
け
る
こ
と
も
義
務
づ
け
て
い
る
）
。
こ
の
授
権
に
基
づ

い
て
、
本
稿
で
翻
訳
を
す
る
「
信
託
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
改
正
を

78 

施
す
二

O
O九
年
一
月
三

O
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二

O
O九
l

一一

一
一
口
す
」
（
円
。
吋
品
。
ロ
ロ
ω口
。
。
ロ
。

N
C
C也
l
H
H
N
島
区

ω
C
』

ωロぐぽ同
N
C
C匂

（

3
）
 

3
1
m
E
e
d
o円
ω
g
B
2
5
2
Z
E
t
a
s
m
p
E
出
品
ロ
丘

O）
が
作
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
民
法
の
信
託
規
定
の
中
に
信
託
を
担
保

の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
規
律
す
る
規
定
を
挿
入
す
る
の
で
は
な

く
、
担
保
編
に
「
担
保
と
し
て
設
定
さ
れ
た
信
託
」
（
F
m
出
含
一
己
0

8
5
t
z
g
竺
管
。
母

m
m
g
E
－o）
と
題
し
て
一
連
の
規
定
を
挿

（

4
）
 

入
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
を
改
正
す
る
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
議
会



の
承
認
を
経
る
必
要
が
あ
る
が
、
議
会
は
承
認
に
際
し
て
、
次
に
述

べ
る
よ
う
に
二

O
O九
年
五
月
一
二
日
の
法
律
の
中
で
、
導
入
さ
れ

た
ば
か
り
の
担
保
編
の
信
託
担
保
に
つ
い
て
の
規
定
に
い
く
つ
か
の

（

5
）
 

改
正
を
加
え
て
い
る
。

そ
の
後
の
議
会
に
よ
る
承
認
及
び
補
充
改
正

フランス民法担保編における譲渡担保規定の実現

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
識
会
承
認
の
た
め
の
報
告
書

二
O
O九
年
一
月
三

O
日
の
信
託
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
公
布

さ
れ
て
直
ぐ
に
、
議
会
に
よ
る
承
認
の
た
め
の
報
告
書
が
大
統
領
に

提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
担
保
の
た
め
の
信
託

規
定
の
創
設
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
説

明
に
よ
っ
て
改
正
の
要
点
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

改
正
法
の
解
説
は
せ
ず
、
報
告
書
の
説
明
を
訳
出
す
る
に
と
ど
め
て

お
こ
、
っ
。「

信
託
は
、
こ
れ
が
担
保
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
設

定
者
の
財
産
に
つ
い
て
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

も
し
、
設
定
者
が
そ
の
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
信
託

に
供
し
た
財
産
を
最
終
的
に
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

二
O
O六
年
三
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二

O
O六
l

三
四
六

号
に
よ
っ
て
、
担
保
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
［
設
定
者
の
た
め

の
］
保
護
規
範
が
導
入
さ
れ
た
が
、
自
然
人
に
も
信
託
の
利
用
を

認
め
た
た
め
、
［
自
然
人
に
よ
っ
て
］
信
託
が
債
務
の
担
保
の
た

め
に
設
定
さ
れ
た
場
合
に
も
、
同
様
の
保
護
措
置
が
伴
わ
れ
る
必

要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
章
［
信
託
の
担
保
の
た
め
の
利

用
］
は
、
一
方
で
、
自
然
人
で
あ
る
設
定
者
に
そ
の
責
任
の
範
囲

を
十
分
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
信
託
契
約
に
補
充
的
な
言
及
を

義
務
付
け
る
こ
と
、
他
方
で
、
設
定
者
が
そ
の
債
務
を
履
行
し
な

か
っ
た
場
合
に
、
信
託
の
受
益
者
［
債
権
者
］
が
被
担
保
債
権
よ

り
も
［
担
保
に
供
さ
れ
た
信
託
］
財
産
が
価
値
の
高
い
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
設
定
者
に
清
算
を
す
る
こ
と
を
確
か
な
も
の
と
す

る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
既
に
物
的
担
保
に
関
し
て
規
定
が
存
在
し

て
い
る
（
例
え
ば
、
質
権
に
つ
い
て
は
、
二
三
三
六
条
に
よ
っ
て

契
約
の
要
式
主
義
、
そ
し
て
、
二
三
四
八
条
に
よ
っ
て
［
流
質
に

よ
り
質
権
者
に
］
財
産
が
移
転
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
の
規
範
を

定
め
て
い
る
）
、
ま
た
、
動
産
の
み
な
ら
ず
不
動
産
に
つ
い
て
の

信
託
に
も
等
し
く
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

本
章
は
、
ま
た
、
［
担
保
の
た
め
の
］
信
託
を
繰
り
返
し
利
用

す
る
（
お
の
F
R
m
o
s
g件
）
方
法
に
つ
い
て
規
制
す
る
こ
と
も
予

定
し
て
い
る
。
あ
る
財
産
が
［
担
保
の
た
め
に
］
信
託
財
産
と
さ
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れ
た
場
合
に
、
例
え
ば
そ
の
財
産
が
当
初
の
被
担
保
債
権
［
額
］

よ
り
も
価
格
が
上
回
る
も
の
で
あ
る
場
合
ま
た
は
当
初
の
債
務
の

一
部
が
弁
済
さ
れ
た
後
に
、
そ
の
財
産
の
［
剰
余
］
価
値
を
新
た

な
債
権
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、

設
定
者
の
利
益
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
す
で
に

実
定
法
に
お
い
て
［
抵
当
権
に
つ
き
］
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
［
担
保
の
た
め
の
信
託
］
実
務
に
つ
い
て
は

こ
れ
を
規
制
す
る
特
別
の
規
範
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
信
託
を
自
然
人
が
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
際
し
て
、

民
法
二
四
二
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
繰
り
返
し
利
用
可
能
な
抵

（

8
）
 

当
権
（
H

．5
3
5
2
5
5
S包括
g
z
o）
に
つ
い
て
の
規
定
を

参
考
に
し
て
、
こ
れ
を
規
律
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
本
章
は
、
繰
り
返
し
利
用
で
き
る
こ
と
を
合
意

し
た
時
に
お
け
る
財
産
の
評
価
額
に
、
繰
り
返
し
利
用
で
き
る
金

額
を
制
限
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
担
保
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
信
託
に
の
み

適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
民
法
第
四
編
の
担
保
に
つ
い
て
の

部
分
に
、
そ
れ
ぞ
れ
動
産
は
動
産
［
担
保
］
に
つ
い
て
の
第
二
章

に
、
不
動
産
は
不
動
産
〔
担
保
］
に
つ
い
て
の
第
三
章
に
挿
入
さ

れ
る
。」

れ
ら
の
規
定
で
は
、
債
務
者
で
は
な
く
設
定
者
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。
通
常
は
、
［
債
務
者
と
設
定
者
は
］
た
だ
一
人
同
じ
者

が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
担
保
が
約
束
さ
れ
た
債
務
の
債
務

者
の
た
め
に
、
第
三
者
（
例
え
ば
、
親
）
が
財
産
を
担
保
に
供
す

る
こ
と
を
禁
じ
る
規
定
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
保
護
の
た
め
の
規

定
は
設
定
者
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
適
切
な
の

で
あ
る
。

80 

第
三
条
は
、
民
法
二
三
二
九
条
を
担
保
に
つ
い
て
の
第
四
編
に

お
い
て
、
信
託
契
約
を
用
い
て
動
産
の
所
有
権
を
移
転
す
る
可
能

性
を
認
め
る
た
め
の
改
正
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
条
は
、
信
託
契
約
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
を
付
け
加
え
れ

る
た
め
に
、
第
四
章
の
タ
イ
ト
ル
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
五
条
は
、
第
四
章
を
変
更
し
、
二
つ
の
節
を
新
た
に
付
け
加

え
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
担
保
の
た
め
に
留
保
さ
れ
た
所
有

権
に
関
す
る
も
の
で
、
既
に
存
在
し
て
い
る
規
定
を
移
し
替
え
る

だ
け
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
信
託
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
た
所
有

権
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
節
は
、
六
つ
の
新
し
い
条

文
を
含
ん
で
い
る
。

｜
｜
二
三
七
二
l

一
条
は
、
動
産
に
つ
い
て
の
所
有
権
の
移
転

に
か
か
わ
る
担
保
信
託
を
定
義
し
て
い
る
。

｜
｜
二
三
七
二
l

二
条
は
、
［
動
産
に
つ
い
て
の
担
保
の
た
め

の
信
託
］
契
約
が
有
効
と
な
る
た
め
に
必
要
な
記
載
を
導
入
す
る



も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
［
担
保
の
た
め
の
信
託
］
契
約
は
、
被
担

保
債
権
の
性
質
及
び
信
託
財
産
と
し
て
移
転
さ
れ
る
財
産
の
価
格

を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
る
と
［
契
約
は
］

無
効
と
さ
れ
る
。
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ー

l
二
三
七
二
ー
三
条
と
二
三
七
二
l

四
条
は
、
受
益
者
が
担

保
さ
れ
て
い
る
債
権
者
（
二
当
事
者
間
の
信
託
）
か
、
ま
た
は
、

受
益
者
が
第
三
者
（
三
者
間
の
信
託
）
か
に
よ
り
分
け
て
、
信
託

契
約
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
債
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場

合
に
適
用
さ
れ
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
債
権
者
が
、

譲
渡
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
の
処
分
権
を
取
得
す
る
こ
と
、
及
び
、

譲
渡
さ
れ
た
財
産
の
価
格
と
被
担
保
債
権
［
額
］
と
の
差
額
に
匹

敵
す
る
金
額
を
設
定
者
に
支
払
う
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
価
格
は
、
信
託
契
約
の
期
間
内
に
代
わ
る
も
の
な
の
で
、
合

意
ま
た
は
裁
判
所
に
よ
る
鑑
定
人
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
こ
の

規
定
に
よ
っ
て
、
債
権
者
が
不
当
な
利
得
を
得
る
こ
と
を
回
避
で

き
る
こ
と
に
な
る
。
［
信
託
］
契
約
に
お
い
て
、
受
益
者
に
よ
り

財
産
が
売
却
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
被
担
保

債
権
［
額
］
と
移
転
さ
れ
た
財
産
の
価
格
と
の
差
額
に
対
応
す
る

［
清
算
］
金
額
の
計
算
は
（
設
定
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
額
）
、

売
買
の
価
格
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
。

｜
｜
二
三
七
二
l

五
条
は
、
繰
り
返
し
利
用
可
能
な
［
担
保
］

（

9
）
 

信
託
の
内
容
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
内
容
及
び
登
録
に

つ
い
て
、
最
初
の
契
約
に
は
要
式
主
義
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規

定
し
て
い
る
。
全
国
信
託
登
記
が
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ら

ば
、
信
託
を
繰
り
返
し
利
用
可
能
な
こ
と
が
記
載
内
容
と
さ
れ
る

こ
と
は
必
須
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
公
の

秩
序
［
に
関
す
る
規
定
］
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
繰
り
返
し
の
利

用
は
、
信
託
に
供
さ
れ
た
財
産
の
価
格
ま
で
に
限
界
づ
け
ら
れ
る
。

｜
｜
二
三
七
一
丁
六
条
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
法
人
に
よ
っ
て

担
保
と
し
て
設
定
さ
れ
た
信
託
に
は
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
法
人
に
よ
る
信
託
は
［
信
託
の
］
原
則

規
定
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。

第
六
条
は
、
民
法
二
三
七
三
条
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
、
担

保
と
し
て
の
不
動
産
所
有
権
の
譲
渡
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す

る
も
の
で
あ
る
。

第
七
条
は
、
第
八
章
に
信
託
契
約
に
よ
る
不
動
産
の
所
有
権
の

移
転
に
つ
い
て
の
第
三
節
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
章
は
、

動
産
に
つ
い
て
の
［
先
に
述
べ
た
］
担
保
信
託
に
適
用
さ
れ
る
新

た
な
規
律
を
不
動
産
に
拡
大
す
る
こ
四
八
八
条
か
ら
二
四
八
八
l

六
条
の
新
た
な
規
定
を
含
ん
で
い
る
。
」
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（司

手
続
き
の
軽
減
及
び
法
の
明
確
化
及
び
単
純
化
に
つ
い
て
の
こ

O
O九
年
五
月
一
二
日
の
法
律
ニ

O
O九
l

五
ニ
六
号
に
よ
る
民

8) 法学研究82巻8号（2009

法
改
正

議
会
は
、
「
手
続
き
の
軽
減
及
び
法
の
明
確
化
及
び
単
純
化
に
つ

い
て
の
こ

0
0九
年
五
月
一
二
日
の
法
律
二

O
O九
l

五
二
六
号
」

（

E

－aロ。
Nos－

S
白
色
ロ
ロ
自
包

NOS
号

包

B
1
5
8
z。
ロ
兄

島

ゅ

の

宮

江

出

。

忠

吉

田

色

さ

芹

円

巳

Z
m
O
B
O
E

。唾
匡

C'D 
.-t-

同】叫。のか《同信一一円。
ω
）
に
よ
っ
て
、
二

O
O
九
年
一
月
三

O
日
の
オ
ル
ド

ナ
ン
ス
を
承
認
す
る
だ
け
で
な
く
（
一
四

O
条

I
）
、
新
た
な
信
託

担
保
の
規
定
に
い
く
つ
か
の
改
正
を
加
え
て
い
る
。
改
正
点
は
三
点

で
あ
る
。

①
新
設
さ
れ
た
設
定
者
を
保
護
す
る
信
託
担
保
規
定
は
、
二

O
O

八
年
改
正
に
よ
り
信
託
を
自
然
人
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
、
信
託
担
保
が
自
然
人
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
た
め
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二

O
O九
年
一
月
三

O
日
の
オ

ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
、
法
人
は
適
用
外
と
さ
れ
て
い
た
（
動
産
に
つ
い

て
は
二
三
七
二
l

六
条
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
二
四
八
八
l

六
条
に

よ
る
）
。
し
か
し
、
二

O
O九
年
五
月
二
一
日
の
法
律
に
よ
り
、
こ

の
制
限
が
排
除
さ
れ
る
（
二
三
七
一
了
六
条
と
二
四
八
八
l

六
条
が

削
除
さ
れ
る
）
。

二
O
O九
年
一
月
三

O
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
自
然
人
に
の
み
適

品
。

ω

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
二

O
O
八
年
八
月
四
日
の
法
律
に

よ
る
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
へ
の
授
権
が
、
自
然
人
も
信
託
を
設
定
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
適
切
な
立
法
措
置
を
と
る
こ
と

と
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
二

O
O九
年
五
月
一
一
一
日
の

（日）

法
律
が
法
案
段
階
で
議
会
に
提
出
さ
れ
た
理
白
書
に
よ
れ
ば
、
オ
ル

ド
ナ
ン
ス
の
承
認
に
際
し
て
、
二
三
七
一
了
六
条
及
び
二
四
八
八
l

六
条
を
削
除
し
て
、
こ
の
規
定
を
法
人
に
も
適
用
を
拡
大
す
る
の
が

適
切
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
反
対
解
釈
に
よ
っ
て
、
信
託

担
保
が
法
人
に
よ
っ
て
利
用
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
は
い
け
な
い

（

U
）
 

し
、
ま
た
、
担
保
編
の
規
定
で
自
然
人
が
設
定
し
た
担
保
か
法
人
が

設
定
し
た
担
保
か
で
区
別
す
る
も
の
は
な
く
、
今
回
導
入
さ
れ
た
信

託
担
保
の
規
定
の
多
く
は
既
存
の
担
保
編
の
規
定
を
流
用
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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②
他
方
で
、
動
産
に
つ
い
て
は
二
三
七
一
丁
五
条
二
項
、
不
動
産

に
つ
い
て
は
二
四
八
八
l

五
条
二
項
に
、
繰
り
返
し
利
用
可
能
な
担

保
信
託
に
お
い
て
、
当
初
の
債
権
者
以
外
の
債
権
者
の
た
め
に
利
用

す
る
場
合
に
は
、
信
託
契
約
時
の
目
的
物
の
価
格
を
基
準
と
し
て
利

用
枠
が
決
め
ら
れ
る
と
い
う
原
則
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
新
た
な

利
用
の
時
の
日
的
物
の
価
格
に
限
界
付
け
ら
れ
る
と
い
う
規
定
が
追

加
さ
れ
た
。
当
初
の
二

O
O九
年
一
月
三

O
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で

は
適
用
の
人
的
範
囲
が
制
限
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
二

O
O九
年
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五
月
一
二
日
の
法
律
に
よ
り
、
こ
の
制
限
が
自
然
人
に
つ
い
て
の
み

適
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
改
正
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
設
定

者
を
保
護
す
る
規
定
を
追
加
し
た
の
で
あ
る
。

理
白
書
に
よ
れ
ば
、
信
託
に
供
さ
れ
た
財
産
が
後
日
価
格
が
上
昇

し
余
剰
が
生
じ
る
こ
と
を
債
権
者
が
先
取
り
す
る
こ
と
を
で
き
な
い

よ
う
に
し
て
、
設
定
者
で
あ
る
自
然
人
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
二
三
七
二
l

五
条
二
項
及
び
二
四
八
八
l

五
条
二
項
が
置
か
れ

た
の
で
あ
る
が
、
法
人
が
繰
り
返
し
利
用
で
き
る
信
託
を
設
定
す
る

場
合
に
は
、
担
保
は
設
定
後
の
利
用
時
の
価
格
を
超
え
た
額
を
合
意

で
き
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

③
ま
た
、
信
託
の
原
則
規
定
で
あ
る
二

O
二
九
条
に
よ
れ
ば
、
自

然
人
が
設
定
者
で
あ
る
場
合
に
、
設
定
者
の
死
亡
は
信
託
の
終
了
原

因
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
信
託
担
保
に
当
て
は
め
る
の
は
適
切

で
は
な
い
。
担
保
の
た
め
の
信
託
の
場
合
に
は
、
債
務
が
存
在
し
て

い
る
限
り
設
定
者
が
死
亡
し
相
続
が
生
じ
て
も
、
信
託
を
終
了
さ
せ

る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
動
産
に
つ
い

て
は
二
三
七
二
l

一
条
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
二
四
八
八
l

一
条
に

そ
れ
ぞ
れ
二
項
を
追
加
し
て
、
信
託
担
保
の
場
合
に
は
設
定
者
が
死

亡
し
て
も
信
託
は
終
了
し
な
い
こ
と
を
明
記
し
た
。
立
法
に
際
し
て

置
か
れ
る
べ
き
規
定
が
見
落
と
さ
れ
て
も
速
や
か
に
立
法
で
対
処
す

る
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
の
ス
ピ
ー
デ
ィ
さ
は
感
心
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
恐
ら
く
、
規
定
が
な
く
て
も
、
制
限
解
釈
に
よ
っ
て
も
対

処
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
。

E
 
翻
訳
の
部

こ
こ
に
翻
訳
し
た
の
は
、
「
信
託
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
改
正
を

施
す
二

O
O九
年
一
月
三

O
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二

O
O九
l

一一

二
号
」
に
よ
り
民
法
担
保
編
に
導
入
さ
れ
た
信
託
担
保
に
つ
い
て
の

規
定
、
及
、
び
、
そ
れ
を
再
度
改
正
す
る
こ

0
0九
年
五
月
一
二
日
の

法
律
の
関
連
規
定
で
あ
る
。
こ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
、
①
民
法
の

改
正
だ
け
で
な
く
、
②
弁
護
士
の
職
務
に
つ
い
て
の
改
正
、
租
税
規

定
の
改
正
、
④
及
び
、
そ
の
他
の
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
信
託
担
保
に
関
す
る
民
法
の
規
定
の
改
正
に
限
定
し
て
翻
訳
を

し
て
い
る
。「

信
託
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
改
正
を
施
す
二

O
O九

年
一
月
三

O
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二

O

O
九
ー
一

口
す
」

第

四

編

担

第
一
章

第
二
章

保

人
的
担
保

物
的
担
保
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第
二
1

二
章

動
産
担
保

二
三
二
九
条
［
＊
傍
線
部
追
加
］

動
産
に
つ
い
て
の
担
保
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

動
産
に
つ
い
て
の
先
取
特
権

有
体
動
産
に
つ
い
て
の
質
権

無
体
動
産
に
つ
い
て
の
質
権

担
保
と
し
て
留
保
又
は
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権

四

担
保
と
し
て
留
保
見
は
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権
〔
＊
傍

線
部
追
加
］

第
二
款
担
保
と
し
て
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権
［
款
の
新
設
］

二
三
七
二
l

一
条
［
新
設
＊
そ
の
後
、
二

O
O九
年
五
月
二
一
日

の
法
律
に
よ
り
第
二
項
が
追
加
さ
れ
、
ま
た
、
第
一
項
か
ら
「
民

法
」
と
い
う
文
字
が
削
除
さ
れ
た
］

動
産
又
は
権
利
の
所
有
権
は
、
民
法
第
二

O
一
一
条
か
ら
第
二

O

三
O
条
の
適
用
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
信
託
契
約
に
よ
り
、
債
務
の
担

保
と
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
節

二
三
七
二
1

二
条
［
新
設
〕

担
保
と
し
て
信
託
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
契
約
は
、
第
二

O

一
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
の
他
、
被
担
保
債
務
及
び
信
託
財

産
と
し
て
議
渡
さ
れ
る
物
又
は
権
利
の
評
価
額
に
つ
い
て
も
定
め
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
欠
く
場
合
に
は
無
効
と
な
る
。

二
三
七
二
l

三
条
［
新
設
］

①
被
担
保
債
務
の
支
払
が
な
い
場
合
に
は
、
信
託
契
約
に
反
対
の

特
約
が
な
い
限
り
、
受
託
者
が
債
権
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
担
保
と

し
て
譲
渡
さ
れ
た
物
又
は
権
利
に
つ
い
て
の
自
由
な
処
分
権
を
取
得

84 

す
る
。

②
受
託
者
が
債
権
者
で
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
が
物
を
自
己
に

引
き
渡
す
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
自
由
に
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
信
託
契
約
に
お
い
て
約
定
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
債
権
者
は
、
〔
受
託
者
に
対
し
て
］
譲
渡
さ
れ
た
物
又
は
権

利
の
売
却
及
び
そ
の
代
金
の
全
部
又
は
一
部
の
引
渡
し
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

③ 

譲
渡
さ
れ
た
物
又
は
権
利
の
価
値
は
、
通
貨
金
融
法
典
に
該
当

す
る
組
織
さ
れ
た
市
場
に
よ
る
肯
定
価
格
に
よ
り
決
ま
る
場
合
及
び

物
が
金
銭
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
合
意
又
は
裁
判
所
に
よ
り
選
定
さ

れ
た
鑑
定
人
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
条
項

は
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。

二
三
七
ニ
ー
四
条
［
新
設
］

①
信
託
の
受
託
者
が
、
第
二
三
七
二
l

三
条
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た

物
又
は
権
利
の
自
由
な
処
分
権
を
取
得
し
た
場
合
、
同
条
三
項
に
規
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定
さ
れ
て
い
る
価
値
が
被
担
保
債
務
額
を
超
え
る
と
き
に
は
、
債
務

額
と
評
価
額
と
の
差
額
に
対
応
す
る
金
額
を
、
信
託
財
産
の
管
理
又

は
保
存
の
た
め
に
負
担
し
た
債
務
に
優
先
的
に
支
払
わ
れ
た
上
で
、

設
定
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
前
項
と
同
様
の
留
保
の
下
に
［
信
託
財
産
の
管
理
又
は
保
存
の

た
め
に
負
担
し
た
債
務
に
優
先
的
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
除
き
〕
、

信
託
契
約
の
適
用
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
物
又
は
権
利
の
売
買
を
行
う

場
合
に
、
こ
の
売
却
に
よ
り
得
ら
れ
た
利
益
が
、
被
担
保
債
務
の
価

値
を
上
回
る
と
き
に
は
、
そ
の
［
上
回
る
］
部
分
を
設
定
者
に
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
三
七
一
一
l

五
条
〔
新
設
］

① 

第
二
三
七
二
l

一
条
の
適
用
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権
は
、

そ
れ
が
［
可
能
な
こ
と
が
］
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
設
定

行
為
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
債
務
以
外
の
債
務
の
担
保
の
た
め
に
、

事
後
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
前
項
の
場
合
、
設
定
者
は
、
［
担
保
と
し
て
譲
渡
し
た
動
産
又

は
権
利
の
所
有
権
を
］
当
初
の
債
権
者
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
別

の
新
た
な
債
権
者
に
対
す
る
担
保
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
初
の
債

権
者
の
債
務
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
こ
の
場

合
に
、
所
有
権
は
、
［
新
た
な
債
権
者
の
債
務
の
担
保
に
］
充
填
が

さ
れ
た
時
の
価
値
を
限
度
と
し
て
新
た
な
債
務
の
担
保
に
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

③
充
填
の
合
意
は
第
二
三
七
二
ー
二
条
の
規
定
に
従
い
約
定
さ
れ
、

第
二

O
一
九
条
に
規
定
さ
れ
た
方
式
に
よ
り
登
記
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
複
数
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
債
権
者

の
順
位
は
登
記
の
日
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。

④
本
条
の
規
定
は
公
序
［
規
定
］
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切

の
条
項
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。

二
三
七
一
一
l

六
条
［
新
設
＊
そ
の
後
、
二

O
O九
年
五
月
一
一
一
日

の
法
律
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
］

本
節
の
規
定
は
、
法
人
に
よ
っ
て
担
保
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
信

託
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
二
l

三
章

不
動
産
担
保

二
三
七
三
条
［
＊
傍
線
部
追
加
］

①

不

動

産

に

つ

い

て

の

担

保

2
2
ω
O
B芯
ω
皇
吋
－

2
5
1

B
2
z
g）
は
、
先
取
特
権
（
】

g
司巳・

1
z
m
g）
、
不
動
産
質
権

（E
z
r
M宵
g
o）
及
び
抵
当
権
（
－

g
F
3
0
F
2
5
ω
）
で
あ
る
。

②
不
動
産
の
所
有
権
も
ま
た
担
保
と
し
て
留
保
刻
削
謝
測
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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（ロ）

担
保
と
し
て
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権
［
節
の
新
設
］

二
四
八
八
l

一
条
［
新
設
＊
そ
の
後
、
二

O
O九
年
五
月
二
一
日

の
法
律
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
〕

①
不
動
産
の
所
有
権
は
、
民
法
第
二

O
一
一
条
か
ら
第
二

O
三
O

条
ま
で
の
適
用
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
信
託
契
約
に
よ
り
、
債
務
の
担

保
と
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
担
保
と
し
て
信
託
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
契
約
は
、
第
二

O
一
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
の
他
、
被
担
保
債
務
及
び
信
託

財
産
と
し
て
譲
渡
さ
れ
る
不
動
産
の
評
価
額
に
つ
い
て
も
定
め
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
欠
く
場
合
に
は
無
効
と
な
る
。

二
四
八
八
1

三
条
［
新
設
＊
そ
の
後
、
第
二
項
改
正
］

①
被
担
保
債
務
の
支
払
が
な
い
場
合
に
は
、
信
託
契
約
に
反
対
の

特
約
が
な
い
限
り
、
受
託
者
が
債
権
者
で
あ
る
と
き
に
は
、
担
保
と

し
て
譲
渡
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
の
自
由
な
処
分
権
を
取
得
す
る
。

②
受
託
者
が
債
権
者
で
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
が
物
を
自
己
に

引
き
渡
す
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
自
由
に
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
信
託
契
約
に
お
い
て
約
定
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
債
権
者
は
、
［
受
託
者
に
対
し
て
］
譲
渡
さ
れ
た
物
の
売

却
及
び
そ
の
代
金
の
全
部
又
は
一
部
の
引
渡
し
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
八
節

③ 

議
渡
さ
れ
た
物
の
価
値
は
、
合
意
又
は
裁
判
所
に
よ
り
選
定
さ

れ
た
鑑
定
人
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
条
項

は
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。
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二
四
八
八
l

四
条
［
新
設
］

①
信
託
の
受
託
者
が
、
第
二
四
八
八
l

三
条
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た

物
の
自
由
な
処
分
権
を
取
得
し
た
場
合
、
同
条
第
三
項
に
規
定
さ
れ

て
い
る
価
値
が
被
担
保
債
務
額
を
超
え
る
と
き
に
は
、
債
務
額
と
評

価
額
と
の
差
額
に
対
応
す
る
金
額
を
、
信
託
財
産
の
管
理
又
は
保
存

の
た
め
に
負
担
し
た
債
務
に
優
先
的
に
支
払
わ
れ
た
上
で
、
設
定
者

に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
前
項
と
同
様
の
留
保
の
下
に
〔
信
託
財
産
の
管
理
又
は
保
存
の

た
め
に
負
担
し
た
債
務
に
優
先
的
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
除
き
］
、

信
託
契
約
の
適
用
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
物
の
売
買
を
行
う
場
合
に
、

こ
の
売
却
に
よ
り
得
ら
れ
た
利
益
が
、
被
担
保
債
務
の
価
値
を
上
回

る
と
き
に
は
、
そ
の
［
上
回
る
］
部
分
を
設
定
者
に
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二
四
八
八
l

五
条
［
新
設
］

第
二
四
八
八
l

一
条
の
適
用
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権
は
、

そ
れ
が
［
可
能
な
こ
と
が
］
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
設
定

行
為
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
債
務
以
外
の
債
務
の
担
保
の
た
め
に
、

事
後
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
前
項
の
場
合
、
設
定
者
は
、
［
担
保
と
し
て
譲
渡
し
た
所
有
権

① 



ゃ
己
当
初
の
債
権
者
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
別
の
新
た
な
債
権
者

に
対
す
る
担
保
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
初
の
債
権
者
の
債
務
が
支

払
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
所
有
権
は
、

［
新
た
な
債
権
者
の
債
務
の
担
保
に
］
充
填
が
な
さ
れ
た
時
の
価
値

を
限
度
と
し
て
新
た
な
債
務
の
担
保
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
に
過

ぎ
な
い
。
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③
充
填
の
合
意
は
、
第
二
四
八
八
l

二
条
の
規
定
に
従
い
約
定
さ

れ
、
第
二

O
一
九
条
に
規
定
さ
れ
た
方
式
に
よ
り
登
記
が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
数
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
債

権
者
の
順
位
は
登
記
の
日
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。

④
本
条
の
規
定
は
公
序
［
規
定
］
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切

の
条
項
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。

二
四
八
人
l

六
条
［
新
設
＊
そ
の
後
、
二

O
O九
年
五
月
一
一
一
日

の
法
律
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
］

本
節
の
規
定
は
、
法
人
に
よ
っ
て
担
保
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
信

託
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

手
続
き
の
軽
減
及
び
法
の
明
確
化
及
び
単
純
化
に
つ
い

て
の
こ

O
O九
年
五
月
一
二
日
の
法
律
二

O
O九
l

五
二

六
号
（
E

－aロ。
N
C
C也
l
印

N
a
p
ニN
B
巴
N
o
g
品
。
色
目
立
即
出
・

8
t。
ロ
兄
島
ゅ
の
E
E出
g
z
oロ
《
宮
内
田

g
芹
巳
内

E
z
p
m
o
B
g件

色。
ω
℃

3
8含円。
ω
）
に
よ
る
民
法
信
託
担
保
規
定
の
改
正

二
三
七
二
l

一
条
［
＊
第
一
項
の
民
法
第
二

O
一
一
条
か
ら
「
民

法
」
の
言
葉
を
削
除
、
第
二
項
追
加
］

①
動
産
又
は
権
利
の
所
有
権
を
、
第
二

O
一
一
条
か
ら
第
二

O
三

O
条
ま
で
の
適
用
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
信
託
契
約
に
よ
り
、
債
務
の

担
保
と
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

第

二

O
二
九
条
［
の
規
定
］
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
人
で
あ

る
設
定
者
の
死
亡
は
、
本
節
の
適
用
に
よ
り
な
さ
れ
た
信
託
契
約
を

終
了
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

二
三
七
一
一
l

五
条
［
第
二
項
改
正
］

①
第
二
三
七
二
l

一
条
の
適
用
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権
は
、

そ
れ
が
［
可
能
な
こ
と
が
］
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
設
定

行
為
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
債
務
以
外
の
債
務
の
担
保
の
た
め
に
、

事
後
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
［
前
項
の
場
合
、
］
設
定
者
は
、
［
担
保
と
し
て
譲
渡
し
た
動
産

又
は
権
利
の
所
有
権
を
］
当
初
の
債
権
者
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、

別
の
新
た
な
債
権
者
に
対
す
る
担
保
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
初
の

債
権
者
の
債
務
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
こ
の

場
合
に
、
設
定
者
が
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
信
託
財
産
は
、

［
新
た
な
債
権
者
の
債
務
の
担
保
に
］
充
填
が
な
さ
れ
た
時
の
評
価

額
を
限
度
と
し
て
新
た
な
債
務
の
担
保
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
に
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過
ぎ
な
い
。

③
充
填
の
合
意
は
、
第
二
三
七
二
l

二
条
の
規
定
に
従
い
約
定
さ

れ
、
第
二

O
一
九
条
に
規
定
さ
れ
た
方
式
に
よ
り
登
記
が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
数
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
債
権

者
の
順
位
は
登
記
の
日
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。

④
本
条
の
規
定
は
公
序
［
規
定
］
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切

の
条
項
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。

二
三
七
一
一
l

六
条
［
削
除
］

二
四
八
八
l

一
条
［
第
一
項
の
民
法
第
二

O
三
O
条
か
ら
「
民
法
」

の
言
葉
を
削
除
、
第
二
項
追
加
］

①
不
動
産
の
所
有
権
は
、
第
二

O
一
一
条
か
ら
第
二

O
三
O
条
の

適
用
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
信
託
契
約
に
よ
り
、
債
務
の
担
保
と
し
て

譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

第

二

O
二
九
条
［
の
規
定
］
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
人
で
あ

る
設
定
者
の
死
亡
は
、
本
節
の
適
用
に
よ
り
為
さ
れ
た
信
託
契
約
を

終
了
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

二
四
八
八
l

五
条
［
第
二
項
改
正
］

①
第
二
四
八
八
l

一
条
の
適
用
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権
は
、

そ
れ
が
［
可
能
な
こ
と
が
〕
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
設
定

行
為
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
債
務
以
外
の
債
務
の
担
保
の
た
め
に
、

事
後
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

② 

〔
前
項
の
場
合
、
］
設
定
者
は
、
［
担
保
と
し
て
譲
渡
し
た
不
動

産
の
権
利
を
］
当
初
の
債
権
者
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
別
の
新
た

な
債
権
者
に
対
す
る
担
保
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
初
の
債
権
者
の

債
務
が
未
だ
支
払
わ
れ
て
い
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
こ
の
場
合
に
、

設
定
者
が
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
信
託
財
産
は
、
〔
新
た
な
債

権
者
の
債
務
の
担
保
に
］
充
填
が
な
さ
れ
た
時
の
評
価
額
を
限
度
と

し
て
新
た
な
債
務
の
担
保
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

③
充
填
の
合
意
は
、
第
二
四
八
八
l

二
条
の
規
定
に
従
い
約
定
さ

れ
、
第
二

O
一
九
条
に
規
定
さ
れ
た
方
式
に
よ
り
登
記
が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
数
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
債

権
者
の
順
位
は
登
記
の
日
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。

④
本
条
の
規
定
は
公
序
［
規
定
］
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切

の
条
項
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。

二
四
八
八
l

六
条
［
削
除
］
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（l
）
片
山
直
也
・
平
野
裕
之
「
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン

ス
（
担
保
に
関
す
る
こ

O
O六
年
三
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二

0
0
六
1

三
四
六
号
）
に
よ
る
民
法
典
等
の
改
正
及
び
そ
の
報
告
書

〈
翻
訳
〉
」
慶
臆
法
学
八
号
一
六
三
頁
以
下
（
二

O
O七
年
）
。
ま
た
、

そ
の
元
に
な
っ
た
予
備
草
案
に
つ
い
て
は
、
片
山
直
也
・
平
野
裕
之

「
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
予
備
草
案
｜
｜
フ
ラ
ン
ス
司
法
省
担
保
法



フランス民法担保編における譲渡担保規定の実現

改
正
作
業
グ
ル
ー
プ
報
告
書
及
び
条
文
訳
〈
翻
訳
〉
」
慶
麿
法
学
九

号
二

O
三
頁
以
下
（
二

O
O
八
年
）
が
あ
り
、
解
説
と
し
て
は
、
山

野
目
章
夫
・
平
野
裕
之
・
片
山
直
也
に
よ
る
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
コ
二
二
五

号
（
二

O
O
七
年
）
、
日
仏
法
学
二
五
号
（
二

O
O
九
年
）
の
フ
ラ

ン
ス
担
保
法
改
正
の
特
集
が
あ
る
（
簡
単
に
は
、
比
較
法
学
六
八
号

参
照
）
。

（2
）
本
来
の
管
理
の
た
め
の
信
託
は
、
管
理
信
託
（
E
出
品
星
川
町

m
g
z
oロ
）
と
呼
ば
れ
る
。

（3
）
但
し
、
議
会
の
承
認
の
た
め
の
法
案
で
は
、
古
『
＆

2
色。－

a

ロ
w
昨日出
ωロ
件
可
。
吋
品
。
ロ
ロ
ω口
。
。
ロ
。

NCC匂
lHHN
内田区

ωO
』

ωロ〈仲角川吋

NCC由
旬
。
2
8件門田
2
2
ω
2
5
2
c
B
ω
B
E
t
a
S
ω

砂

宮

出《同区内リ即
0
2
B。
ι
s
m豆
町
民
〈
B
H
J
P
B町
内
田
口
。
。
品
。
巳
4口
と
、

「
信
託
及
び
民
法
第
四
編
の
改
正
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
改
正
を
施

す
二

O
O九
年
一
月
三
O
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二

O
O九
l

一
一
二

号
」
と
表
題
が
異
な
っ
て
い
る
。

（4
）
二
つ
の
信
託
は
選
択
的
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
担
保
と
管

理
を
同
時
に
一
つ
の
信
託
に
よ
り
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
担
保
で
あ
る
の
で
、
信
託
担
保
に
お
い

て
流
担
保
（
ロ
ロ

3
2
0
8
B
B
5
ω
2
5）
の
合
意
を
信
託
契
約

に
お
い
て
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（5
）
信
託
担
保
は
信
託
に
分
類
さ
れ
る
の
で
、
担
保
編
に
特
別
規
定

が
規
定
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
の
規
定
が
優
先
適
用
さ
れ
る
と
い
う
だ
け

で
あ
り
、
信
託
担
保
に
信
託
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
の

前
提
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
未
だ
信
託
登
記
制
度
が
実
現
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
全
国
信
託
登
記
に
よ
る
公
示
が
必
要
に

な
る
。

（6
）
河
内
w
司
旬
。
丘
町
出
ロ
司
円
か
mw
山
内
宮
ロ
件
品
。

E
同A
山田】
C
E－Ggo
円。
E
昨日向

p
－wO円品。ロロ
ωロのめロ。

NCC也1
・HHN
色ロ

ωO』

ωロ
4－o『
NCC匂唱。『－

S
E
E
d『

2
ω
g
B
g
g円
2
5
E
E
4
0
ω

叫

w
E
出円

z
a
o
z
o同一

』
。
同
司
ロ
。

CON白
色
ロ

ωH
官
ロ
i
o円
NCC也司
m
m
o
H∞印
HZWME角川口

O

A
H九
日
・

（7
）
動
産
と
不
動
産
と
に
つ
い
て
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
質
権

の
場
合
の
よ
う
に
集
合
動
産
や
集
合
債
権
の
質
権
設
定
に
匹
敵
す
る
、

集
合
動
産
や
債
権
の
信
託
担
保
の
規
定
も
置
か
れ
て
い
な
い
。

（8
）
根
抵
当
権
の
よ
う
に
、
一
回
の
当
初
の
抵
当
権
設
定
契
約
に
よ

っ
て
被
担
保
債
権
を
包
括
的
に
約
定
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
債

権
毎
に
被
担
保
債
権
と
す
る
こ
と
の
合
意
が
必
要
で
あ
り
、
極
度
額

と
い
う
制
限
は
な
く
、
設
定
当
時
の
目
的
物
の
価
格
を
限
度
と
す
る

と
い
う
制
限
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
異
な
る
債
権
者
に
一
つ
の
抵
当

権
の
剰
余
価
値
を
利
用
さ
せ
て
も
よ
い
。
根
抵
当
権
と
区
別
し
て
充

填
抵
当
権
と
い
う
訳
が
片
山
教
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

太
矢
一
彦
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
充
填
式
抵
当
権
（
同
d
M？

唱。
spaego
円。。
FM再
開

g
E
O）
と
抵
当
権
付
終
身
貸
付
（
】
。

宮・
2
t
m
m
2
V可唱。
s
b
g可
。
）
に
つ
い
て
｜
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
教

授
の
解
説
を
中
心
と
し
て
｜
」
東
洋
法
学
五
二
巻
二
号
（
二

0
0

九
年
）
に
充
填
抵
当
権
に
つ
い
て
の
紹
介
が
あ
る
。
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8) 

（9
）
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
根
抵
当
権
と
も
異
な
る
た
め
、

充
填
抵
当
権
と
い
う
翻
訳
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
根
抵
当
権
の
よ
う

に
包
括
的
に
基
準
を
決
め
て
債
権
を
一
切
担
保
す
る
と
い
う
の
で
は

な
く
、
特
定
の
債
権
を
担
保
す
る
抵
当
権
で
あ
る
が
、
被
担
保
債
権

に
対
し
て
目
的
不
動
産
の
価
格
に
余
剰
が
あ
る
限
り
、
そ
の
限
度
で

新
た
な
債
権
の
た
め
に
そ
の
抵
当
権
を
利
用
で
き
、
債
権
者
さ
え
異

な
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
余
剰
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
初
め

か
ら
余
剰
が
あ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
当
初
の
債
権
が
弁
済
に
よ
り

消
滅
し
た
場
合
で
も
よ
く
ー
ー
そ
の
意
味
で
は
付
従
性
が
な
い
？

｜
｜
、
余
剰
が
生
じ
た
分
に
つ
い
て
新
た
な
債
権
の
担
保
に
充
填
可

能
な
抵
当
権
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
抵
当
権
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
と
同
様
の
担
保
を
信
託
担
保
に
お
い
て
も
可
能
に
し

た
の
で
あ
る
。

（叩）

ω合同
m
p
ω
σ
ω
位
。
ロ
。
円
門
出
口
包
円
。
品
。

N
C
C
∞I
M
C
C
也
図
。

ω町市町

同》円。』
0
片
品
。
】
。
山
口

wt片山内
wロ
丹
可
。
円
品
。
ロ
ロ

ωロ
の
ゆ
ロ
。

N
C
C申
l
H
H
N
《田口

ω
三
g
i
2
8
0由
同

5
2
m
W
E
e
d話
吋
お

ω
g
g
z円
2
2
－m丘
asm

砂
宮
出
向
田
口
氏
。

z
s。《
回
目
白
州
百
二

o
E
4
2
2
d
5
5
0
向田区

g品。

2
4ロ・

（
日
）
実
際
に
そ
う
誤
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
自
然
人
へ
適
用

を
制
限
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
信
託
担
保

を
法
人
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
の
ホ

I
ム
ペ

l
ジ
で
は
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
抵
当
権
や
質
権
よ
り
も
実
効
的
な
担
保
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
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な
っ
た
と
歓
迎
し
て
い
る
。
流
担
保
の
約
束
が
あ
っ
た
と
し
て
も
抵

当
権
に
対
し
て
、
債
務
者
に
信
用
不
安
が
生
じ
た
場
合
、
と
り
わ
け

司
法
清
算
が
さ
れ
る
場
合
に
も
、
信
託
担
保
は
有
効
で
あ
る
こ
と
が

理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
担
保
の
た
め
に
信
託
を
設
定
し
た
債
務
者
が
、

目
的
不
動
産
の
用
益
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
、
企

業
の
再
生
・
更
生
の
段
階
に
凍
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
銀
行
に
と
っ
て
信
託
担
保
は
実
行
的
で
ま
た
魅
力
的
で
は
あ
る

が
、
担
保
と
し
て
信
託
に
供
し
所
有
権
を
移
転
す
る
不
動
産
の
価
格

に
基
づ
い
て
登
記
税
（
不
動
産
価
格
の

0
・
七
一
五
%
）
と
登
記
費

用
一
二
五
ユ

l
ロ
を
設
定
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

費
用
が
か
か
る
難
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
費
用
の
点
で
の
軽
減
を

同
時
に
図
る
立
法
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
。

（
ロ
）
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
動
産
と
は
異
な
っ
て
所
有
権
留
保
の
規

定
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
動
産
の
よ
う
に
「
担
保
の
た
め
に
留
保

又
は
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権
」
と
い
う
節
を
設
け
て
、
そ
の
下
に
、
第

一
款
「
担
保
の
た
め
に
留
保
さ
れ
た
所
有
権
」
及
び
第
二
款
「
担
保

の
た
め
に
譲
渡
さ
れ
た
所
有
権
」
と
い
っ
た
サ
ブ
の
款
を
設
け
る
ス

タ
イ
ル
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
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